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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 1月 22日 (2007.1.22)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
  　 【 請 求 項 １ 】 　 遊 技 機 本 体 (1) に 対 し て 着 脱 自 在 に 装 着 さ れ た 遊 技 盤 (5) と 、

該 遊 技 盤 (5) の 上 部 側 に 遊 技 球 を 案 内 す る ガ イ ド レ ー ル (7)(8)と 、
該 ガ イ ド レ ー ル (7)(8)の 内 側 の 遊 技 領 域 (9) 側 に 配 置 さ れ た 内 装 飾 手 段 (36)と 、 前 記 遊 技
機 本 体 (1) 側 に 装 着 さ れ 且 つ 前 記 遊 技 盤 (5) を 前 側 か ら 覆 う ガ ラ ス 扉 (17)と を 備 え た 弾 球
遊 技 機 に お い て 、 前 記 ガ ラ ス 扉 (17) 枠 (28)か ら 前 記 遊 技 領 域 (9) 突 出 す る

内 装 飾 手 段 (36) を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 弾
球 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ７ 】
  　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
  本 発 明 は 、 遊 技 機 本 体 1 に 対 し て 着 脱 自 在 に 装 着 さ れ た 遊 技 盤 5 と 、

該 遊 技 盤 5 の 上 部 側 に 遊 技 球 を 案 内 す る ガ イ ド レ ー ル 7,8 と 、 該 ガ イ ド レ ー ル 7,
8 の 内 側 の 遊 技 領 域 9 側 に 配 置 さ れ た 内 装 飾 手 段 36と 、 前 記 遊 技 機 本 体 1 側 に 装 着 さ れ 且
つ 前 記 遊 技 盤 5 を 前 側 か ら 覆 う ガ ラ ス 扉 17と を 備 え た 弾 球 遊 技 機 に お い て 、 前 記 ガ ラ ス 扉
17 枠 28か ら 前 記 遊 技 領 域 9 突 出 す る 内 装 飾 手 段
36 を 設 け た も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ４ ２ 】
  　 【 発 明 の 効 果 】
  本 発 明 に よ れ ば 、 遊 技 機 本 体 1 に 対 し て 着 脱 自 在 に 装 着 さ れ た 遊 技 盤 5 と 、

該 遊 技 盤 5 の 上 部 側 に 遊 技 球 を 案 内 す る ガ イ ド レ ー ル 7,8 と 、 該 ガ イ ド レ
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ー ル 7,8 の 内 側 の 遊 技 領 域 9 側 に 配 置 さ れ た 内 装 飾 手 段 36と 、 遊 技 機 本 体 1 側 に 装 着 さ れ
且 つ 遊 技 盤 5 を 前 側 か ら 覆 う ガ ラ ス 扉 17と を 備 え た 弾 球 遊 技 機 に お い て 、 ガ ラ ス 扉 17
枠 28か ら 遊 技 領 域 9 突 出 す る 内 装 飾 手 段 36
を 設 け て い る の で 、 遊 技 盤 5 を 廃 棄 す る 場 合 で も 、 そ の 内 装 飾 手 段 36の 無 駄 を 極 力 防 止 で
き 、 し か も 演 出 性 の 向 上 を 期 待 で き る 利 点 が あ る 。
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